
令和５年１１月６日 

令和６年度 東京都予算要望

東京都行政書士会



令和６年度 東京都予算要望一覧

要望事項１ 

「東京デジタルファースト推進計画」を進めるにあたり、東京都に対する許認可申

請等の行政手続について、行政書士が代理人として手続できることを想定した設計

（行政書士の専用画面・入力項目等）とされたい。

また、同計画に基づく都政のデジタル化についての具体的施策やシステムの検討・

要件定義・設計の段階から東京都行政書士会と協議のうえ、行政書士を諮問機関や委

員会の委員等として選任するなど、行政書士を活用されたい。さらに、デジタルデバ

イドの解消、デジタル申請の推進、システム改良への意見聴取等においても、行政書

士を活用されたい。

（デジタルサービス局、住宅政策本部、環境局） 

要望事項２ 

東京都の許認可等の申請等を受け付ける各局窓口において、申請、届出等を本人に

代わり代理人等が行う場合、提出される書類に行政書士の記名及び職印の押印がある

ことを確認されたい。 

また、各種申請の手引き等には、注意事項として、行政書士が書類作成を行う場合

には法令上当該行政書士の記名及び職印の押印が必須であり、それがない場合には行

政書士法に抵触するおそれがある旨及び無資格者による書類作成等は法令上認めら

れない旨を明記するとともに、各行政手続の申請書等に行政書士の記名職印欄を設定

されたい。 

（総務局、デジタルサービス局） 

要望事項３ 

産業廃棄物処理業の許可申請において、申請者の直前決算期の財務状態が債務超過

である場合等に提出を求められる、「経理的基礎を有することの説明書」を作成する

者の資格として「行政書士」を明示されたい。

（環境局） 
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要望事項４ 

東京都行政書士会が設立した成年後見制度の専門職団体である公益社団法人成年

後見支援センターヒルフェ(以下「ヒルフェ」という。)と、引き続き積極的に相互連

携を図られたい。 

また、都内各区市町村で市町村認知症施策推進計画の策定や包括支援ネットワーク

をはじめとする包括的地域連携・支援の枠組みに、ヒルフェの各地区会員をはじめと

する行政書士を、協議会や中核機関の一員として活用するなど、行政書士との連携を

一層強化するよう各区市町村に対して助言されたい。 

（福祉局） 

要望事項５ 

教育分野のＩＣＴ化促進に対応した著作権法の適正な運用を図れるようにするた

め、東京都及び都内区市町村において、引き続き、教職員に対する著作権研修・普及

啓発に行政書士を活用されたい。 

（教育庁） 
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要望事項１

「東京デジタルファースト推進計画」を進めるにあたり、東京都に対する許認可申請等

の行政手続について、行政書士が代理人として手続できることを想定した設計（行政書士

の専用画面・入力項目等）とされたい。

また、同計画に基づく都政のデジタル化についての具体的施策やシステムの検討・要件

定義・設計の段階から東京都行政書士会と協議のうえ、行政書士を諮問機関や委員会の委

員等として選任するなど、行政書士を活用されたい。さらに、デジタルデバイドの解消、

デジタル申請の推進、システム改良への意見聴取等においても、行政書士を活用されたい。

（要望理由） 

本要望については、東京都から令和４年度、令和５年度と前向きなご回答をいただいてい

るが、今後も引き続き留意していただき、さらにより具体的な進展をいただくよう要望する

ものである。 

 上記要望事項前段は、例えば宅地建物取引業・産業廃棄物処理業など、東京都に対する許

認可申請等の行政手続について、適正且つ現実的代理申請手続を可能とするシステム構築の

前提に、行政書士の専用画面・入力項目等（例として参考資料１を参照されたい。）の設定

を求めるものである。そうすることで、都民（ひいては行政）の利便向上はもとより、無資

格者による制度悪用（例：令和２年度中小企業庁実施の持続化給付金制度の際の虚偽申請等）

及びそれによる被害の防止等が図れるものと思料する。 

また、要望事項後段については、都政のデジタル化についての具体的施策やシステムの検

討・設計の段階から、行政書士の知見・経験を生かし活用することは、都民と行政の双方に

とってより合理的な施策・システムの構築のために必要であると思料する。東京都におかれ

ては、東京都行政書士会と連携してより具体的な施策を進めていただきたい。（国において

は、デジタル庁と日本行政書士会連合会デジタル推進本部の間で意見交換や具体的施策実現

への提言等を目的として定期的会合がもたれている。） 

行政書士は、官公署に提出する書類（電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録

を含む。）や権利義務・事実証明に関する書類の作成・申請等を業としている。行政書士は、

「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利

利益の実現に資することを目的とする（行政書士法第１条）」士業であることから、都政の

デジタル化推進についても、必要な協力をなす責任を負う第一の士業であると考えている。 

一例として、令和４年１月から令和５年３月までの１年強の間、マイナンバーカードの普

及を図るべく総務省から日本行政書士会連合会が受託した「マイナンバーカード代理申請手

続事業」において、全国の行政書士がマイナンバーカード申請相談会の開催や実際の代理申

請に取り組んだところ、コロナ禍での行動制限中でありながら、当初目標とされた４万件を

大きく上回る約７万件（東京都北区のみで約４千件）の代理申請実績を上げた経緯がある。 

3



また、コロナ禍における営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請等において行政書

士が事前確認を行った実績もある。これらは、行政書士が「適正且つ現実的代理申請手続」

や「円滑な申請手続」の実現に貢献した好例である。 

東京都におかれては、様々な行政手続のデジタル化について、行政書士を大いに活用され

るよう、上記要望事項のような具体的施策を実施いただきたい。 

（デジタルサービス局、住宅政策本部、環境局） 

【参考資料】 

１ 行政書士記名欄がある申請書の例（地域共通クーポン取扱店舗登録申請書）／13 頁 
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要望事項２ 

東京都の許認可等の申請等を受け付ける各局窓口において、申請、届出等を本人に代わ

り代理人等が行う場合、提出される書類に行政書士の記名及び職印の押印があることを確

認されたい。 

また、各種申請の手引き等には、注意事項として、行政書士が書類作成を行う場合には

法令上当該行政書士の記名及び職印の押印が必須であり、それがない場合には行政書士法

に抵触するおそれがある旨及び無資格者による書類作成等は法令上認められない旨を明記

するとともに、各行政手続の申請書等に行政書士の記名職印欄を設定されたい。 

(要望理由) 

本要望は、令和５年度の回答を踏まえ、都民の権利利益の実現のために行政書士法の遵守

をさらに徹底いただきたく、引き続き提案するものである。 

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として行政書士が行う業務を行うことができな

い（行政書士法第 19 条１項本文、第 21 条第２号）。かかる規律は、行政書士法の「国民の

権利利益の実現に資する」（同法第１条）という目的の下に、法律に基づく資格等を有しな

い者による業としての行政手続への関与を抑止することにつながり、都民の権利利益の実現

を損なうことの防止となる。 

したがって、東京都において、許認可等の申請等を受け付ける各局窓口に、行政書士法の

遵守を促すプレートを設置して、行政書士制度が周知されていることは、都民の権利利益の

実現のためにも望ましい取組みが継続されている。 

一方で、行政書士法施行規則第９条第２項により、行政書士は作成した書類に記名して職

印を押す義務がある。これは、行政書士が正当な権限に基づいて作成した書類であることを

示し、本人以外の無資格者により作成された書類との区別を明確にするために、業務執行に

必要な措置として行政書士に課されたものである。記名及び職印の押印がなされていない書

類が窓口で提出される場合には、行政書士法に抵触する恐れがあり、無資格者による書類作

成等が行われている場合もあり得る。 

東京都の各局窓口におかれては、行政書士が書類を作成している場合においては、行政書

士の記名及び職印の押印について、引き続き必要な確認を行っていただきたい。加えて、申

請の手引き等に、注意事項として、行政書士が作成する書類には当該行政書士の記名及び職

印の押印が法令上必要であり、これがなされていない書類が窓口で提出される場合には行政

書士法に抵触する恐れがある旨及び無資格者による書類作成等は法令上認められない旨を

明示いただきたい。 

また、各種申請書に行政書士の記名及び押印欄が設けられていれば、各局窓口における確

認が容易になると思料するが、様式によっては、申請書の欄外に記入している手続がある。

該当の欄が作成されれば、行政書士法の遵守及び各局窓口のご担当者の業務に資するので、

申請書等に行政書士の記名職印欄をぜひとも設定されたい（総務局、デジタルサービス局） 
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要望事項３

産業廃棄物処理業の申請において、申請者の直前決算期の財務状態が債務超過である場

合に提出を求められる、「経理的基礎を有することの説明書」を作成する者の資格として「行

政書士」を明示されたい。

（要望理由）

本要望に対する令和５年度の回答では「経理的基礎を有することの説明書」の作成目的に

触れたうえで、行政書士による作成を認めない旨の内容となっている。

しかしながら、行政書士の業務には、例えば工事入札参加資格申請における経営状況分析

申請や経営事項審査の申請において、経営状況分析の決算前シミュレーションや確定した決

算の経営状況分析結果に基づく改善策を、建設業者に提案・助言を行う等、申請書類の作成

にあたっては、申請業者の経営基盤の強化に繋げ、製品・工事の品質の適正化につながる業

務も行っている。

このように行政書士は、業務の一環として、「債務超過が生じることとなった原因を分析

し、その分析結果を基に改善策を処理業者に対して提案・助言することによって、経営基盤

の強化に繋げ、不法投棄等の不適正処理を防止すること」の実践に責任を持つ士業である。 

このことに併せて、東京都行政書士会が提出した「都の各機関における行政書士制度への

理解及び行政書士法等の遵守徹底に関する請願（請願 31 第２号、令和元年６月 19 日議決に

より採択）」の内容を十分留意され、遺漏なく許可事務を取り扱うよう求める。 

（環境局）
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要望事項４

東京都行政書士会が設立した成年後見制度の専門職団体である公益社団法人成年後見支

援センターヒルフェ(以下「ヒルフェ」という。)と、引き続き積極的に相互連携を図られ

たい。 

また、都内各区市町村で市町村認知症施策推進計画の策定や包括支援ネットワークをは

じめとする包括的地域連携・支援の枠組みに、ヒルフェの各地区会員をはじめとする行政

書士を、協議会や中核機関の一員として活用するなど、行政書士との連携を一層強化する

よう各区市町村に対して助言されたい。 

（要望理由）

第二期成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という。）及び令和５年６月 14

日に成立した認知症基本法では、認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員として尊重され

る共生社会の実現を図るものとされている。団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年には、65

歳以上の認知症高齢者が全国で約 700 万人になると推計されている。ここに精神障害、知的

障害を加えれば１千万人以上になるとも想定される。

令和４年１月～12 月最高裁判所事務総局家庭局の「成年後見関係事件の概況」によれば、

親族後見人 7,560 件（19.1%）に対し、親族以外は 32,004 件（80.9%）と親族以外の専門職

後見人の需要が高まってきている。そのうち、行政書士の選任数も 1,427 件（4.5%）と年々

増えてきている。

また総務省より令和５年３月 13 日総行行第 84 号をはじめとする通知において、行政書士

が財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて、行政書士法の規定に照らし行政

書士の業務に付帯し又は密接に関連する業務であるとの確認文書が、各都道府県行政書士担

当部（局）長及び各金融機関向けに発出されている。 

これは専門職として責任ある立場であることを深く認識し、「国民の権利利益の実現に資

する（行政書士法第１条）」ためにも、専門的知見だけでなく高齢者・障がい者などへの意

思決定支援、身上保護も配慮した、権利擁護支援を推進する使命を持つという行政書士法の

趣旨に合致するものと言える。同時に各自治体へこれらを踏まえ行政書士制度の適切な運用

と各行政書士会への支援に努めるよう通知された。

市民後見人の養成や受任に難儀している中、急速に高まる成年後見需要の受け手として、

専門的、法的裏付けを有す行政書士の一層の活用を図ることは国民の利益の為にも必須であ

る。そしてヒルフェは、後見人候補者の養成、後見人等の指導・監督、法人後見も行ってい

るほか、基本計画の中で優先して取り組む事項である任意後見制度の利用促進についても、

適切な時機に任意後見監督人が選任されるよう、ルールを正しく周知し運用する必要性等を

重視しながら、同制度の普及促進に力を入れている。
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東京都におかれては、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 15 条に沿って、これま

で以上に東京都行政書士会及びヒルフェと連携しその一層の活用を図られるよう、各区市町

村に対して格別なるご助言をお願いしたい。

（福祉局）

【参考資料】 

１ 令和５年３月13日総行行第84号 行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等

業務を行う事について（通知）／14 頁 

２ 成年後見関係事件の概況 令和４年１月～12 月 （抜粋）／17 頁 

３ 認知症基本法案 概要／22 頁 
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要望事項５

教育分野のＩＣＴ化促進に対応した著作権法の適正な運用を図れるようにするため、東

京都及び都内区市町村において、引き続き、教職員に対する著作権研修・普及啓発に行政

書士を活用されたい。 

（要望理由）

 教育分野のＩＣＴ化促進においては、平成 30 年の著作権法改正に伴い創設された「授業

目的公衆送信保証金制度」により許諾なく著作物を利用できる範囲が拡大したものの、法改

正後もなお利用許諾を要する利用方法も存在していることから、著作権法改正法の趣旨およ

びその内容の周知が重要である。

 その周知方法としては、教職員に対する研修が有効である。三鷹市において毎年開催して

いる教職員向けの研修（中堅教諭等資質向上研修Ⅰ 専門性向上研修「教育法規」）の講師を

地元（武鷹支部）の行政書士が担当している実績もある。この研修には著作権に関わる内容

も含まれている。

また、対話型生成ＡＩの急速な普及に伴い、学校での取り扱いに関する暫定ガイドライン

が文部科学省から公表されているが、著作権法の観点等からの理解も重要であり、その点も

含めた研修の講師を担当することもできる。

令和５年４月、教育庁の情報教育担当指導主事連絡会において、行政書士の著作権に関す

る取り組みを伝える機会を設けていただいたが、引き続き、行政書士を教職員向けの研修・

普及啓発のために活用する場の設定を継続的にお願いしたい。

あわせて、都内の区市町村教育委員会に対しても、この件につき引き続き周知を図られた

い。

（教育庁）

【参考資料】 

１ 文化庁「教育用著作物ネット配信円滑化制度（リーフレット）」／23 頁 

２ 「行政書士の仕事 地域との関わり」2023 年 7 月 28 日 東京都行政書士会武鷹支部  

（抜粋）／25 頁 

３ 行政書士の著作権に関する取り組みにつきまして  

2023 年４月 20 日令和５年度情報教育担当指導主事連絡会（第１回）参考資料／27 頁 

４ 令和５年５月 19 日事務連絡 Chat GPT 等の生成 AI の学校現場の利用に向けた今後

の対応について（抜粋）／28 頁 
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参 考 資 料
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行政書士法（昭和２６年法律第４号）（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行 

政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の 

権利利益の実現に資することを目的とする。 

（業務） 

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（そ

の作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認

識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を

含む。以下この条及び次条において同じ。）その他権利義務又は事実証明に関する

書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成することを業とする。 

２ 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律にお 

いて制限されているものについては、業務を行うことができない。 

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、 

次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行 

うことが制限されている事項については、この限りでない。 

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を

官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等（行政手続

法（平成五年法律第八十八号）第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の

受理をいう。次号において同じ。）に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与

の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為（弁

11



護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第七十二条に規定する法律事件に関する

法律事務に該当するものを除く。）について代理すること。 

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等

に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手

続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。 

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類

を代理人として作成すること。 

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談

に応ずること。 

２ 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則 

で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士（以下「特定行政書 

士」という。）に限り、行うことができる。 

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業 

務を行うことができない。 

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下 

の罰金に処する。 

二 第十九条第一項の規定に違反した者 

行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号）（抄） 

（書類等の作成） 

第九条 略 

２ 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。 

12



13

staff05
驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ蜀暦ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ驛｢譎冗樟郢晢ｽｻ驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ驢搾ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ
参考／要望事項１



14

staff05
驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ蜀暦ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ驛｢譎冗樟郢晢ｽｻ驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ驢搾ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ
参考／要望事項４



15



16



17



18

staff05
驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ蜀暦ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ驛｢譎冗樟郢晢ｽｻ驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ驢搾ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ



19

staff05
驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ蜀暦ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ驛｢譎冗樟郢晢ｽｻ驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ驢搾ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ



20

staff05
驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ蜀暦ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ驛｢譎冗樟郢晢ｽｻ驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ驢搾ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ



21

staff05
驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ蜀暦ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ驛｢譎冗樟郢晢ｽｻ驛｢譏ｴ繝ｻ邵ｺ驢搾ｽｹ・ｧ繝ｻ・ｹ



施行期日：公布日から起算して６か月以内 検討：認知症施策推進本部の設置の在り方を含め施行後５年目途 

認知症基本法案 概要 

１ 目的 
急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等 
→認知症の予防等を推進しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員として尊重さ

れる社会（＝共生社会）の実現を図る

２ 認知症の定義 
アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が

生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態 

３ 基本理念 
①本人・家族の意向尊重 ②国民の理解・共生社会 ③切れ目のない保健医療サービス・福祉サービスの提供 
④本人・家族等への支援 ⑤予防・リハビリテーション等の研究開発の推進 ⑥総合的な取組

４ 責務・認知症の日等・法制上の措置等 
①責務：国、地方公共団体、保健医療サービス・福祉サービス提供者、公共交通事業者等、国民
②認知症の日（9/21）（※世界アルツハイマーデー）・認知症月間（9 月） ③法制上の措置等

１ 政府による認知症施策推進基本計画の策定義務 
２ 都道府県・市町村（特別区を含む）による認知症施策推進計画の策定努力義務 

※いずれの策定においても、当事者・家族等からの意見聴取
※２については、地域福祉支援計画・介護保険事業支援計画等との調和

１ 認知症に関する教育の推進等（学校教育等における教育の推進・理解を深めるための運動の展開） 

２ 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進等 
① 安心安全な地域づくり（交通手段の確保、交通安全の確保等）
② 権利利益の保護（成年後見制度の利用促進、円滑な権利行使のための職員研修等）
③ 生活支援（利用しやすい製品・サービスの開発・普及等）

４ 認知症の予防等 
① 認知症の予防推進（啓発、情報収集等）
② 認知症・軽度認知障害の早期発見・早期対応（地域包括支援センター等の連携協力体制）

５ 保健医療サービス・福祉サービスの提供体制の整備等 
① 認知症に係る専門的な医療機関の整備
② 地域包括ケアシステムを構築することを通じ、保健医療・福祉の相互の有機的連携
③ 医療従事者・介護従事者に対する研修の実施、医療・介護人材の確保・資質向上等

６ 相談体制の整備等 
① 各種相談に応ずるための必要な体制の整備
② 認知症の人同士・家族等同士が支え合うために交流する活動（ピアサポート）に対する支援
③ 認知症の人の状態に応じた対処についての学習の機会の提供

７ 研究開発の推進等 
予防・診断・治療・リハビリテーション・介護方法についての研究・成果の活用（そのための基盤構築） 

上記のほか、多様な主体の連携等、認知症施策の策定に必要な調査の実施、国際協力 

１ 内閣に、内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を設置 
２ 本部は、認知症施策推進基本計画の案の作成等を行う 

３ 認知症の人の社会参加の機会の確保 
若年性認知症の人（６５歳未満の認知症の人）その他の認知症の人の雇用の継続、円滑な就職等 

（参考資料9）
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行政書士の著作権に関する取り組みにつきまして 

2023 年 4月 20日 令和 5年度情報教育担当指導主事連絡会（第 1回）ご参考資料 

東京都行政書士会 知的財産・経営会計部、法教育推進特別委員会 

■行政書士の活動

・文化庁への著作権登録制度がありますが、代理申請業務は行政書士業務であることから、

行政書士は著作権に関する権利処理などの支援業務を日頃から行っています。

・国立大学法人山口大学、（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）、

日本行政書士会連合会の著作権普及活動に関する三者連携において、著作権教育用教材を開発

しています。

・行政書士は地域に密着した国家資格者です。著作権を含め、お気軽にご相談ください。

■本日の配付資料（４点）

・35条チェックシート（山口大学）

・「小学生向け著作権教材 無料配布のご案内」チラシ（ACCS） 

・「著作権教育」リーフレット（日本行政書士会連合会） 

・令和 4年度法教育授業実施状況（東京都行政書士会）

■最近の著作権法の改正の動向

・2018年（平成 30年） 教育分野 35条など（ICT教育、サートラス）の改正

・2020年（令和 2年） 海賊版対策などの改正 

・2021年（令和 3年）   図書館関係などの改正 

・2023年（令和 5年） 利用円滑化などについて今国会で改正審議中 

https://www.mext.go.jp/content/230308-mxt_hourei-000028109_1.pdf 

■弊会からのご提案

1.教員の皆様向け研修会の実施

2.児童生徒の皆様向け出前出張授業の実施

3.連絡会での法改正インフォメーションの実施

■お問い合わせ先

＊35条チェックシートの取扱いについて

多少のコピーは結構ですが、枚数が多く必要な場合は下記にご連絡をいただけましたら、

送付の対応などをさせていただきます。

国立大学法人山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター 堀田 sh072@yamaguchi-u.ac.jp

＊著作権研修会などのご相談について 

東京都行政書士会 事務局業務課（知的財産・経営会計部） 木崎 kizaki@tokyo-gyosei.com 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 4階 

電話番号：03-3477-2881 / FAX：03-3463-0669 

受付時間：平日（月曜日-金曜日）9:00-12:00 / 13:00-17:00 

https://www.tokyo-gyosei.or.jp/ 
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令和５年１１月６日 
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各種団体等要望 

要望書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 東京都電設協会 

 

 

 

 



 

 

意見・要望事項 

 

１．公共事業の推進について 

  公共事業は景況感に左右されない仕事量と継続性を確保し着実に推進していただ

きたい。 

 【要望理由】 

東京都の投資的経費は、２０２１年度が９，４００億円、２０２２年度は９，７

００億円、そして２０２３年度は１兆円を超えるなど、コロナ禍前の水準に戻りつ

つある。 

電気工事業者を取り巻く環境は資材価格の高止まりや納期の遅延、そして２０２

４年に適用される罰則付き時間外労働の上限規制等、不透明感を拭えず、先行きに

不安を抱いている中小事業者は少なくない。 

それゆえ、公共事業を着実に推進していただきたい。電気工事は産業の競争力の

強化や人々の生活の安全安心に直結する重要インフラであり、事業機会の創出は東

京都の重要施策である中小事業者育成の面からも重要と考える。 

 

２．４週８閉所の実現について 

（１）すべての工種について、「概成工期」の設定を適切に行っていただきたい。 

（２）工事の進捗管理を的確かつ十分に行い、建築工事の遅れが設備工事の実工期に

影響を与えることがないようにしていただきたい。 

（３）建築工事の遅れが設備工事の実工期に影響を与える状況が生じた場合は、設備

工事の工期を確保するための全体工期の延長や契約金額の変更（増額）を適

切に行っていただきたい。 

【要望理由】 

罰則付きの時間外労働の上限規制が２０２４年に適用される。現場では官民の工

事を問わず、建築主体工事業者による土曜日の閉所は行われず、ほとんど毎土曜日

に作業が行われているのが現状である。 

建築工事の遅れについては、最終的な竣工・引渡時期が変更されないため、設備

工事の実工期を短縮して間に合わせている事例が多く見られる。 

総労働時間や深夜作業の増加など、労働環境・条件にも極めて大きな影響を与え

ており、早急に改善していただきたい。 

また、工期の延長ができず、作業員の増員や作業時間の延長により対応しなけれ

ばならない場合、契約金額の変更（増額）がなされるのは当然であると考える。 

 

 

 



 

３．価格高騰や資材不足に対する適切な対応について 

  価格については単品スライドの運用、工期については当初の工期設定の変更等状

況に応じては遅らせるなどの弾力的な対応を迅速且つ適切に行っていただきたい。 

【要望理由】 

電設資材の価格高騰、納期の遅延等先行きの見通せない状況が続いている。世界

的な半導体不足や銅価が不安定な動きをすると予測される中、電設資材全般で、価

格の高止まりと共に納品も定まらず、円滑な施工に支障を来す状況にあるといえる。

東京都の重要施策である中小事業者育成の面からも弾力的な対応を迅速かつ適切に

行っていただきたい。 

以 上 


